
第７５号議案 

   足立区保健所使用条例の一部を改正する条例 

 上記の議案を提出する。 

  平成１８年３月２３日 

            提出者 足立区長  鈴 木 恒 年 

 

   足立区保健所使用条例の一部を改正する条例 

 足立区保健所使用条例（昭和５０年足立区条例第３号）の一部を次の

ように改正する。 

 第２条第１項第１号中「健康保険法の規定による療養に要する費用の

額」を「診療報酬」に、「平成６年厚生省告示第５４号」を「平成１８

年厚生労働省告示第９２号」に、「健康保険算定方法」を「診療報酬算

定方法」に改め、同条第２項中「健康保険算定方法」を「診療報酬算定

方法」に改める。 

   付 則 

 この条例は、平成１８年４月１日から施行する。 

 

 （提案理由） 

 健康保険算定方法の変更に伴い、規定を整備する必要があるので、こ

の条例案を提出いたします。 


